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■４条１項１１号

不服 2019-014288
＜本願商標＞

「ボイスタ！」（標準文字）

第９類「音声認識機能又は音声応答機能を有するスピーカー，通信ネットワーク（インター

ネットを含む。）に接続して音声認識機能又は音声応答機能を提供するスピーカー，スピー

カー，音声認識機能又は音声応答機能を有する電気通信機器，音声認識機能又は音声応答機

能を有するリモートコントローラー，音声認識機能又は音声応答機能を有するセットトッ

プボックス，音声認識機能又は音声応答機能を有する防犯用監視ロボット，人工知能搭載の

ヒューマノイドロボット，音声認識機能又は音声応答機能を有するタブレット型コンピュ

ータ，スマートテレビジョン受信機，音声認識機能又は音声応答機能を有するテレビジョン

受信機，音声認識機能又は音声応答機能を有する電子計算機，音声認識機能又は音声応答機

能を有する電子計算機用プログラム」及び第４２類「音声認識機能又は音声応答機能を有す

る電子計算機用プログラムの提供，電子計算機用プログラムの提供，電子計算機用プログラ

ムの提供に関する助言・指導及び情報の提供，サーバの記憶領域の貸与，クラウドコンピュ

ーティング，オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供（ＳａａＳ），電子計

算機用プログラムの設計・作成又は保守，ウェブサイトの作成又は保守，電子計算機又はそ

のプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明」

＜結論＞

原査定を取り消す。本願商標は，登録すべきものとする。

＜原査定理由＞

引用商標：

第９類「電子応用機械器具及びその部品，ダウンロード可能なコンピュータ用プログラ

ム」及び第４２類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守，電子計算機の貸与，

電子計算機用プログラムの提供」
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＜理由＞

※読みやすくなるように、以下、当事務所にて下線や改行等を挿入しております。

（１）本願商標

本願商標は，・・・，「ボイスタ！」の文字を標準文字で表してなるところ，その構成文字

に相応して「ボイスタ」の称呼を生じ，また，当該文字は，既成の語として辞書等に載録さ

れておらず，一般に親しまれた語でもないから，特定の観念を生じないものである。

（２）引用商標

引用商標は，・・・，「ポイスタ」の片仮名及び「ＰＯＩＳＴＡ」の欧文字を上下二段に横

書きしてなるところ，一般に，片仮名と欧文字を併記した構成の商標において，その片仮名

が欧文字の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは，片仮名より

生ずる称呼が，その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうすると，引用商標は，「ポイスタ」の称呼を生じ，また，「ポイスタ」の片仮名及び「Ｐ

ＯＩＳＴＡ」の欧文字は，既成の語として辞書等に載録されておらず，一般に親しまれた語

でもないから，特定の観念を生じないものである。

（３）本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標との類否について検討すると，外観において，両者は，欧文字及び感

嘆符「！」の有無の差異，語頭の「ボ」と「ポ」の片仮名の相違を有するものであるから，

外観上，明確に区別し得るものである。

次に，称呼においては，本願商標から生じる「ボイスタ」の称呼と引用商標から生じる「ポ

イスタ」の称呼とは，称呼の識別上，重要な要素を占める語頭音における「ボ」と「ポ」の

音に差異があり，当該差異音が，共に４音という短い音構成において，称呼全体に及ぼす影

響は大きく，それぞれを一連に称呼するときは語調，語感が異なることから，両者は，称呼

上，明瞭に聴別し得るものである。

さらに，観念においては，本願商標と引用商標とは，ともに特定の観念を生じないもので

あるから，両者は，観念上，比較することはできない。

そうすると，本願商標と引用商標とは，観念において比較することができないとしても，

外観上，明確に区別し得るものであり，また，称呼上，明瞭に聴別し得るものであるから，

これらを総合して全体的に考察すれば，本願商標は，引用商標と商品及び役務の出所につい

て混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。



© 2020 紫苑商標特許事務所

3

（４）まとめ

以上のとおり，本願商標は，引用商標とは非類似の商標であるから，本願の指定商品及び

指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務が類似するとしても，本願商標が商標法第４

条第１項第１１号に該当するとして本願を拒絶した原査定は，取消しを免れない。

その他，本願について拒絶の理由を発見しない。

よって，結論のとおり審決する。

弁理士コメント

本願商標「ボイスタ！」と、引用商標「ポイスタ＼ＰＯＩＳＴＡ」は、観念において比較

することができないとしても、外観上、明確に区別し得るものであり、また、称呼上、明瞭

に聴別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商

標と商品及び役務の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当

である、と判断されました。

たしかに、本願商標と引用商標の称呼の差異は、語頭音の「ボ」と「ポ」の違いだけでは

ありますが、語頭音がはっきりと発音されるものであり、かつ、全体が短い音構成であるこ

とを考慮すれば、審決の言うように、両者は明瞭に聴別し得ると考えられます。

また、我々日本人は、日常生活の中でも「ボ」や「ポ」の音には馴染みがあり、これらを

比較的はっきりと発音し、聞き分ける傾向があるようにも思います。

たとえば、「声」を意味する「ボイス」を「ポイス」と聞き違えることはあまり考えられま

せんし、「ポイント」を「ボイント」と聞き違えることもないように思います。「ボンド」と

「ポンド」も、しっかりと聞き分けられるのではないでしょうか。

そう考えると、本願商標には感嘆符の「！」があることも相俟って、商標全体として両者

をより明瞭に判別できると考えられますので、本審決の結論には納得できると考えますが、

皆様のお考えはいかがでしょうか。

                            （弁理士 永露 祥生）

＜２０２０年９月４日＞


